
＼取組内容の例／

029-273-0111 内線3231

〒312-8501 ひたちなか市東⽯川2丁⽬10番１号

男性の育児休業取得者がいる

⼦どもが病気の際には看護のための休暇を認めている

短時間勤務やフレックスタイム等の環境を整備している

お申し込み・お問い合わせはこちら

男⼥共同参画を推進する

令和７年度ひたちなか市男⼥共同参画推進事業所表彰事業

事業所を募集します！

ひたちなか市役所市⺠⽣活部⼥性⽣活課

ひたちなか市では，男⼥共同参画の推進に理解と意欲があり，職業
⽣活と家庭⽣活の両⽴を⽀援する取組や男⼥の多様な働き⽅を可能
にする環境づくりを積極的に⾏っている事業所を表彰します。

令和７年７⽉10⽇（⽊）から９⽉１⽇（⽉）まで

募集期間

申請書および審査票等を電⼦申請，または⼥性⽣活課まで郵送。

応募⽅法

※申請様式や詳しい内容につきましては，下記QRよりHPをご確認ください。

詳しくはこちら↓


